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県民総合スポーツ大会コミュニティ部門 

第 4 4 回 横 瀬 町 駅 伝 競 走 大 会 実 施 要 項  

 

１ 主  催  横瀬町スポーツ協会・横瀬町教育委員会 

 

２ 後  援  横瀬町 県民総合スポーツ大会横瀬町実行委員会 

 

３ 協  賛  一般社団法人横瀬町観光協会 

コカ･コーラボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社（予定） 

 

４ 協  力  秩父警察署 秩父消防署東分署 

  横瀬町スポーツ推進委員会 横瀬町交通指導員 横瀬町消防団 

 

５ 招 待 者  関東学生陸上競技連盟名誉会長・大東文化大学名誉教授 

        靑 葉 昌 幸 氏 

 

６ 期  日  令和５年１２月１０日（日） 小雨決行 

 

７ 会  場  横瀬町町民グラウンド及びその周辺 

 

８ 日  程  受 付 午前８時００分～午前８時５０分 

        開会式 午前９時００分 

        発 走 午前９時３０分 

        閉会式 午前１１時３０分頃 

 

９ 種  別  第１部 一般・高校の部       （黄タスキ） 

        第２部 中学男子の部       （青タスキ） 

        第３部 女 子 の 部       （桃タスキ） 

        第４部 壮 年 の 部       （赤タスキ） 

        第５部 奨 励 の 部       （緑タスキ） 

 

10 走  路  周回コース（第１区：３．５６km、第２区～第５区：３．２６km） 

 

町民グラウンド～町道９号線～横瀬大橋～町道９号線 

         ～町道 3390 号線～新井理容店前～大堀川側道（町道 116 号線） 

         ～みかど農園入口前～横瀬大橋～田端商店裏～町民グラウンド 

 

出発点及び決勝点 町民グラウンド 

区 間 区間距離 出発・中継地点での要領 

第１区 ３．５６㎞ 町民グラウンド北側道路上から周回コースへ 

第２区 ３．２６㎞ 町民グラウンド内中継地点から周回コースへ 

第３区 ３．２６㎞ 町民グラウンド内中継地点から周回コースへ 

第４区 ３．２６㎞ 町民グラウンド内中継地点から周回コースへ 

第５区 ３．２６㎞ 町民グラウンド内中継地点から周回コースへ 

全 １６．６０㎞  

※グラウンド状態により中継地点を変更する場合があります。 
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11 参加規定  １チームのメンバーは、正選手５名、補欠選手２名及び監督１名とする。 

補欠選手は、正選手の欠場区間に入ることができる。 

ただし、小学生の参加は認めない。 

         

(1) 第１部（ 一般・高校 ） 

          クラブ、事業所、愛好者団体及び高等学校の選手をもって編成したチーム

であること。ただし、高等学校については、同一学校に在籍する生徒・教

師の混成を可とする。 

(2) 第２部（ 中学男子 ） 

          同一中学校の男子生徒をもって編成したチームであること。 

        (3) 第３部（ 女子 ） 

          女子のみで編成したチームであること。 

        (4) 第４部（ 壮年 ） 

          ４０歳以上の選手をもって編成したチームであること。また、男女混合は

可とする。 

        (5) 第５部（ 奨励 ） 

          次のいずれかに該当するチームとする。 

           ①横瀬町内在住者で編成したチーム。 

②中学校クラブ活動等(男女混合可)で編成したチームであり、第２部で

の走行に適さないチーム。 

           ③主催者が特に認めたチーム。 

 

 

12 申込方法  次のいずれかの方法により、別紙申込書に参加料を添えて、 

令和５年１１月２０日（月）午後５時までに申し込んでください。 

         ①直接申込：申込書と参加料を大会事務局まで持参する。 

         ②現金書留：申込書と参加料を下記申込先まで郵送する。 

         ③口座振込：参加料を下記口座へ振り込み、申込書と振込控(コピー可) 

                を郵送する。 

        ※申込み受付後の選手変更は、１２月４日（月）までにお願いします。 

         大会当日の、正選手欠場に伴う補欠選手の変更以外は受けられませんので、

ご注意ください。 

        ※申込み受付後、参加者の都合による参加料の返金には応じられません。 

 

 申 込 先  横瀬町駅伝競走大会事務局 

〒368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬４５４５番地 

                 横瀬町教育委員会内(横瀬町役場庁舎２階) 

         TEL 0494-25-0118  FAX 0494-23-9349 

 振 込 先  武蔵野銀行 横瀬
ヨ コ ゼ

支店
シ テ ン

 普通預金 口座番号：９７４６５     

       口座名義：横瀬町
ヨコゼマチ

スポーツ
ス ポ ー ツ

協会
キョウカイ

 会 長
カイチヨウ

 髙𣘺
タカハシ

徹也
テ ツ ヤ

 

※振込にかかる手数料は、参加者様負担でお願いします。 

 

 

13 参 加 料      ①メンバーの半数以上が町内在住･在勤者で構成されたチーム ２，０００円 

        ②監督を除き、中学生のみで構成されたチーム       １，０００円 

        ③監督を除き、町内在住の中学生のみで構成されたチーム  無料 

        ④上記の①～③に該当しないチーム            ３，０００円 

 

14 代表者会議  代表者会議は行わない。（詳細については、参加チームへ別途通知します） 
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15 表  彰  ①各部とも１位から３位までのチーム：賞状・賞品 

        ②各区間最高記録者：賞状・賞品 

        ③参加者全員：参加賞 

 

16 開催判定  降雪等による大会実施の可否は、大会当日午前５時までに判定します。 

この時点で中止する場合、大会本部から各チーム監督に電話連絡します。 

 

17 注意事項  参加申し込みの際は、以下の事項に同意の上、お申し込みください。 

①主催者は、競技中の怪我等に対し、加入している傷害保険の適用範囲内を除

いて一切の責任を負いません。 

また、体調を整え、十分な準備体操やウォーミングアップをして大会に臨ん

でください。 

②参加者は、自己の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の診断を受け

ておいてください。なお、万一の事故等に備え、健康保険証の持参をお願い

します。 

        ③大会当日に体調がすぐれない場合や、競技中に異常が感じられた場合には、

直ちに競技を中止してください。また、競技役員が競技続行不可能と判断し

た場合には、競技を中止させることがあります。 

        ④参加者は競技役員・警察関係者の指示に従ってください。 

        ⑤貴重品、手荷物等は、各自の責任において管理してください。盗難・紛失等 

         について、主催者は一切の責任を負いません。 

        ⑥大会出場の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・広報誌・雑誌・イン

ターネット等への掲載権は主催者に属します。 

 

18 そ の 他      タスキ及びナンバーカードは、主催者が用意し、大会当日受付で配布します。 

会場の横瀬町町民グラウンド敷地内は禁煙です。 

また、ごみは、必ず持ち帰ってください。 
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＜ 横 瀬 町 駅 伝 競 走 大 会 競 技 規 定 ＞ 

１ １人の選手が出場できるのは、１区間のみとする。 

 

２ 出場チームの選手は、大会本部が当日配付するナンバーカードを必ず身につけること。 

 

３ 第１区走者は、午前９時１５分に下グラウンド北側で、第２区以降の走者は、次の時刻に

中継地点に集合し、それぞれコールを受けること。 

第２区走者：午前９時２５分 

第３区走者：午前９時３５分 

   第４区走者：午前９時４５分 

   第５区走者：午前９時５５分から１０時０５分 

 

４ 競技の中継は、タスキの受け渡しによる。 

  ①タスキの色は、第１部〔黄〕、第２部〔青〕、第３部〔桃〕、第４部〔赤〕、第５部〔緑〕

とする。 

②タスキは、必ず肩から反対側の脇の下に掛けなければならない。 

  ③中継地点で新たにタスキを引き継ぐ選手は、中継地点より進行方向に位置しなければなら

ない。 

  ④タスキは、中継ゾーン内で受け渡さなければならない。 

  ⑤タスキの受け渡し方法は、手渡しによるものとし、これを投げたり、または落として次の

走者に拾わせてはならない。 

 

５ 正選手の欠場区間に補欠選手が入る場合は、受付の際に所定の用紙を用いて大会本部に申請

すること。 

 

６ 伴走は、一切認めない。 

 

７ 大会運営上、午前１１時の時点で第５区の走者にタスキが中継できていないチームは、繰り

上げ出発とする。 

 

８ 選手が、途中で競技を続行することが出来ない状態になったとき、または競技を中止させら

れた場合は、当該チームのその区間の競技は無効とする。ただし、そのチームは、審判長の

指示に従い、次の区間走者から再び競技を続行することができる。この場合、そのチーム全

体の記録は認めないが、各区間の記録は認める。 

 

９ 抗議の申し出は、チームの監督を通じて行うこと。 

中 継 地 点 通 過 予 定 時 間 表（全部門）  

区   間 通過予定時間 集合時間（コール） 

第 １ 区  ９時３０分 ９時１５分 

第 ２ 区  ９時４０分 ９時２５分 

第 ３ 区  ９時５０分 ９時３５分 

第 ４ 区 １０時００分 ９時４５分 

第 ５ 区 １０時１０分 ９時５５分～１０時０５分 

ゴ ー ル １０時２０分  

※午前１１時の時点で第５区の走者にタスキが中継できていないチームは、繰り上げ 

となります。 

 

 


